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 資料１－１  

 
（資料１－１） 

「公的統計の整備に関する基本的な計画」（平成21年３月13日閣議決定） 

別表（日本標準商品分類関係抜粋） 

 

 

別表 今後５年間に講ずべき具体的施策（抜粋） 

 

「第２ 公的統計の整備に関し総合的かつ計画的に講ずべき施策」部分 

 

項 目 具 体 的 な 措 置 、方 策 等 
担当府

省 
実施時期 

２ 統計相互

の整合性及

び国際比較

可能性の確

保・向上に

関する事項 

(7) 統計基準

の設定 

 

○ 日本標準商品分類におけるサー

ビスの取扱い、従業上の地位に係る

分類の在り方について研究を進め、

新たな統計基準として設定するこ

との可否を決定する。 

  なお、設定を行う場合には、中央

生産物分類（ＣＰＣ）との整合性に

留意しつつ、国際比較可能性を確保

する。 

総務省 平成23年度

までに結論

を得る。 

 

 

（統計基準の設定に関する箇所ではないが、関係のあるもの） 

項 目 具 体 的 な 措 置 、方 策 等 
担当府

省 
実施時期 

２ 統計相互

の整合性及

び国際比較

可能性の確

保・向上に

関する事項 

(1) 国民経済

計算の整備

と一次統計

等との連携

強化 

ウ 年次推計

に関する

諸課題 

○ コモ法の商品分類は、今後改定が

予定される日本標準商品分類との

整合性の確保を図る。建設部門を特

別に取り扱う必要はもはや見出せ

ないことから、いわゆる建設コモを

廃止し、コモ法における一つの商品

としてそれぞれの建設部門の産出

額を推計する方法を構築する。現

在、市場生産活動の生産物のみとな

っているコモ法の推計対象を、非市

場産出まで拡張する。 

内閣府 平成17 年

基準改定時

から段階的

に導入し、

次々回基準

改定時まで

に 実 施 す

る。 

 


